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別表２ 報酬及び出動手当 

消防団員年報酬                        

職名等 支給額 報酬額（円） 

消防団 

団 長 

年 額 

320,000 

副 団 長 244,000 

分 団 長 170,000 

副 分 団 長 125,000 

部 長 103,000 

班 長 90,000 

団 員 83,000 

支 援 団 員 18,000 

 

消防団員が次に掲げる職務に服するときは、当該各号に定める金額を弁償する。 

災害出動 1日につき 7,000円 

警戒又は訓練 1日につき 3,000円 

点検業務 1日につき 1,000円 

会議等 1日につき 1,000円 
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別表 3 貸与品 

貸与品の種類 数量 貸与期間 摘要 

夏制服 １組 在任期間 団員 

冬制服 １組 在任期間 団員 

ブラウス １着 10年 団員（女性） 

パンプス １足 10年 団員（女性） 

制帽（夏、冬用） 各１個 在任期間 団員 

ネクタイ １本 在任期間 団員 

夏用バンド １本 在任期間 団員 

冬用バンド １本 10年 団員・支援団員 

作業服 ２組 ６年 団員 

１組 在任期間 支援団員 

アポロキャップ １個 ６年 団員 

１個 在任期間 支援団員 

編上靴 １足 ６年 団員・支援団員 

防寒衣 １着 在任期間 団員・支援団員 

階級章 ２個 ６年 団員 

１個 在任期間 支援団員 

雨合羽 １個 在任期間 団員・支援団員 

ゴム長靴 １足 在任期間 団員・支援団員 

分団数章 １個 在任期間 団員 
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別表 4 災害補償の種類と内容等 

療養補償 

・療養が必要なとき 

 公務によりケガや病気にかかった場合は、医師の診察、処置や手術、入

院の費用など療養に必要な費用が支給されます。 

休業補償 

・休業して給与などの収入が得られないとき 

 療養のために仕事ができなくなり、給与などの収入が得られないとき

は、その仕事ができない期間、1 日につき補償基礎額の 100 分の 60 に

相当する額が支給されます。 

 福祉事業として休業援護金が、原則として補償基礎額の１００分の２０

に相当する額を支給します。 

傷病補償年

金 

・療養を開始してから 1 年 6 ヶ月を経過しても、その疾病が治らず別に

定める傷病等級に該当するとき 

 負傷や疾病で療養の開始後 1 年 6 ヶ月を経過してもその疾病が治らず

傷病等級の 3級以上に該当する場合、その傷病が継続している期間、算定

された年金が支給されます。 

 福祉事業として疾病特別給付金、疾病特別支給金、奨学援護金、就労保

育援護金に要する費用などが支給されます。 

障害補償 

・傷病が治ったが一定の障害が残った場合に、別に定める障害等級に該当

するとき 

 傷病や疾病にかかり、その傷病が治ったが一定の障害が残った場合、そ

の障害の程度に応じて年金（障害等級１～７級）か、一時金（障害等級８

～１４級）が支給されます。 

 福祉事業として障害特別支給金・障害特別援護金・障害特別給付金・障

害差別特別給付金・外科後処置・補装具・リハビリテーション・アフター

ケアに要する費用が支給されます。 

介護補償 

・自宅で療養し、介護を受けるとき 

 傷病等級第２級以上の傷病補償年金又は障害等級第２級以上の障害補

償年金を受給する原因となった障害のうち、特定の障害により、介護を要

する状態にある者が、介護の費用を支出したときにその費用を限度額まで

支給されます。また、親族等から介護を受けたときには定額を支給するも

のです。 

福祉事業として在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業に伴い、必要

な費用が支給されます。または、一部が負担されます。 

遺族補償 

葬祭補償 

・亡くなられたとき 

 不幸にして亡くなられた場合は、その遺族に対して遺族補償年金か遺族

補償一時金が支給されます。また、遺族等が葬祭を行った場合、決められ

た額が支給されます。 

 福祉事業として遺族特別支給金、遺族特別援護金、遺族特別給付金が支
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給されます。 

 

殉職者特別賞じ

ゅつ金制度 

 消防団員が災害に際し、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行

し、そのため死亡又は障害の状態となった場合に、危険の度合いなどの

一定の基準によって算出した額（三千万円を限度）が支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車等損

害見舞金 

消防団活動において、団員の方が使用した自家用車（原動機付自転車を

含む。）に損害が発生した場合に、その損害に対して見舞金を支給すること

によって団員の方の経済的負担を軽減することにより、活動環境の整備等

を図るための事業です。 

 災害発生時に緊急に自家用車を使用した場合や、平常時にやむを得ず自

家用車を消防団活動（活動場所への単なる移動手段として使用する場合を

除く。）に直接使用した場合等において生じた損害を対象とし、見舞金の最

高の額は修理費の額（3 万円以上の額とする。）に応じて、最高 10 万円

まで支給します。 
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別表５ 退職報償金支給額表                     （単位：千円） 

  勤務年数 

階級 

5 年以上

10年未満 

10 年以上

15年未満 

15 年以上

20年未満 

20 年以上

25年未満 

25 年以上

30年未満 

30 年

以上 

団 長 ２３９ ３４４ ４５９ ５９４ ７７９ ９７９ 

副 団 長 ２２９ ３２９ ４２９ ５３４ ７０９ ９０９ 

分 団 長 ２１９ ３１８ ４１３ ５１３ ６５９ ８４９ 

副 分 団 長 ２１４ ３０３ ３８８ ４７８ ６２４ ８０９ 

部長及び班長 ２０４ ２８３ ３５８ ４３８ ５６４ ７３４ 

団 員 ２００ ２６４ ３３４ ４０９ ５１９ ６８９ 

 

別表６ 福祉共済制度の給付内容 

区分 事由 給付種別 共済金額（円） 

死亡 

公務・公務外 遺族援護金 1,000,000 

公務 
弔慰金 23,000,000 

保育援護金 1人 250,000 

重度障害 

（障害の等級 

1 級又は 2級） 

公務・公務外 生活援護金 1,000,000 

公務 
重度障害見舞金 23,000,000 

保育援護金 1人 250,000 

障害 

（障害の等級 

3 級～12級） 

公務・公務外 

障

害

見

舞

金 

3級又は 4級 500,000 

5級又は 6級 300,000 

7級又は 8級 180,000 

9級又は 10級 90,000 

11級又は 12級 60,000 

入院 公務・公務外 
入院見舞金 

7日以上の入院で 
1日 1,500 
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別表７ 稲城市消防団組織表 

          
団本部員 

       
団本部 

  

         
災害支援団員 

稲城市長 
 

消防団長 
 

消防副団長 
     

       
第一分団（矢野口地区） 

          

          
第二分団（東長沼地区） 

          

          
第三分団（大丸・向陽台地区） 

          

          
第四分団（百村・向陽台地区） 

       
分団 

  

         
第五分団（坂浜・若葉台地区） 

          

          
第六分団（平尾地区） 

          

          
第七分団（押立地区） 

          

          
第八分団（長峰・若葉台地区） 

          

 

消防団員配置表 

（単位 人） 

 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 支援団員 

団本部 １ ２   １ ２ 

１２１ ４０ 

第一分団   １ １ １ ２ 

第二分団   １ １ １ ２ 

第三分団   １ １ １ ２ 

第四分団   １ １ １ ２ 

第五分団   １ １ １ ２ 

第六分団   １ １ １ ２ 

第七分団   １ １ １ ２ 

第八分団   １ １ １ ２ 

 


